
公益財団法人動物臨床医学研究所 研究活動の不正行為への対応体制

機

関

内

外

【責任体制】

【通報窓口】

【研究活動不正防止推進委員会】

【調査体制】

最高管理責任者（理事長）

・所全体の統括、最終責任を負う
・不正防止の基本方針策定
・実施に必要な措置を講じる

統括研究倫理責任者（研究所長）

・最高管理責任者の補佐
・所統括の実質的権限と責任
・基本方針策定、対策実施

研究倫理教育責任者（事務局長）
研究倫理教育担当者

・研究者等に対する研究倫理教育の実施

委員長： 統括研究倫理責任者
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（担当：事務局長）
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こう研究者等
・研究倫理教育の受講

設置

指示

提案

・不正行為防止計画策定
・不正発生要因の洗い出し
・説明会等の企画

・調査委員会の設置
・予備調査の実施
・本調査の実施
・懲戒に関する調査

委員長： 統括研究倫理責任者
通報・告発に込めるべき項目

１：不正行為を行った研究者・
グループ等の氏名・名称等
２：当該不正行為の内容等
３：当該行為を不正とした理由

１：通報後２０日以内に予備調査を実施する。予
備調査結果報告受領後、統括研究倫理責任者
は７日以内に本調査開始の要否を決定する。

２：最高管理責任者は本調査実施を決定後３０
日以内に調査を開始し、同時にその旨を配分機
関等および関係省庁に報告。

３：調査委員会は調査開始後概ね１５０日以内
に当該行為が不正か否かを認定し、最高管理
責任者はその結果を通報者、被通報者等に通
知すると共に関係省庁へ報告する。


